
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【対象となる方】 福島県外から、会津地方振興局管内１３市町村への定住・二地域居住を 

希望する４５歳未満の方 

※対象市町村：会津若松市、喜多方市、北塩原村、西会津町、磐梯町、猪苗代町、 

会津坂下町、湯川村、柳津町、三島町、金山町、昭和村、会津美里町 

 

【必ず行っていただきたいこと】※次のいずれも満たす必要があります。 

① 「仕事探し」、「住まい探し」、「移住等に関する相談」のいずれかを行うために、 

対象市町村内において宿泊を伴った現地見学を行うこと。 

② 現地見学にあたり、市役所・町村役場を訪問（※）し、定住・二地域居住に関する 

相談等を行うこと。 

（※）休日等により市役所・町村役場が対応できない場合には、市町村又は県が別途指定する方を 

訪問していただきます。 

 

【補助額】 宿泊費の２分の１以内を限度とし、１人１泊あたりの補助上限額は２,５００円、 

１人あたり２泊まで、１世帯あたり２人までとする。 

【例】１泊７,５００円の宿泊施設に夫婦で２泊した場合、 

１泊あたりの補助上限額２,５００円×２人×２泊＝１万円を補助。 

 

【対象期間】 平成２８年９月１５日（木）から平成２９年２月２８日（火）までに、 

上記に定める現地見学を行った場合に補助します。 
 

【募集期間】 第１期：平成２８年９月１日（木）から９月３０日（金）まで 

※補助総額が２０万円に達するまでの先着順とします。第２期募集は１２月頃を予定。 

 

【申請手続き】 必要書類を下記ホームページからダウンロードし、現地見学を行う日の 

１４日前までに提出してください。 

（提出先）福島県会津地方振興局企画商工部 地域づくり・商工労政課 

               〒965－8501 会津若松市追手町 7番 5号  

※補助金の詳細はホームページ

（https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/01240a/iju-kibou-ouen.html）をご確認ください。 

 

補助制度の概要 

https://www/


 

皆さんのお越しを 

お待ちしています！！ 

会津までの交通手段・所要時間 

  
【お問合せ先】 

福島県会津地方振興局企画商工部 地域づくり・商工労政課 

○電話：0242-29-5292  ○FAX：0242-29-5228 
○E-mail：aizu.kikakushoukou@pref.fukushima.lg.jp 

 


